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電波法では「10kzHZ 以上の高周波電波を利用して出力エネルギーを発生させ、50w を超

える電波出力を使用している場合」小越に設置許可を受ける必要があります。通常は販売

会社が代理人となり総務省へ申請するのが普通です。マシンの電波法上の適合が確認でき

ない場合は使用不可となるので要注意です。総務省が指定する「型式指定」を取っている

マシンは「高周波利用設備」の申請は必要ありませ。製造元、卸業者へ問合せを。 

 

 

 
アートメイクやラジオ波、光施術での警察での摘発が相次いで、施術を委縮する傾向

が続いていますが、少し冷静になって考えてみましょう。アートメイクは医師法違反

の厚労省の通知が明示されているので議論の余地はありませんが、ラジオ波は医師の

資格が無くとも使用、施術することは自由です。何もかもがダメではないのです。問

題は安全な施術。健康被害を起こさないこと。たとえ健康被害が発生しても対処を的

確に誠意をもって行うこと（保険加入等）が大切です。 安全・安心の施術を！！ 

     
 

 

 

 

  
スタッフの知識・技術・接客のスキルアップをおろそかにしていませんか？ 

１． 使用化粧品の成分、品質、原産国の明確に答えられる。 

２． キャンペーンの趣旨をスタッフ全員が理解する講習会を開催している。 

３． 商品、技術、サービスが一定水準以上であるかチェックしている。 

４． 料金内容や技術内容を明確に理解しているかチェックしている。 

５． 技術トラブルに的確に対応できるスキルが備わっているかチェックしている。 

６． エステ傷害保険の適用例を全員が把握している。 

７． お客様の体質、体調、健康状態を施術前に常に把握している。 

※サロンの自己採点をしてみましょう。すべて OK ですか？ 


